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※１　開発計画事前審査願の添付図書～イ）開発計画説明書   ロ）設計説明書 　ハ）法第３４条各号に該当する図書　ニ）現況写真 　ホ）土地の登記事項証明書等

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 へ）位置図　ト）付近見取図　チ）現況図　リ）土地利用計画平面図 　ヌ）造成計画平面図　ル）給・排水計画平面図

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヲ）字限図(公図) 　ワ）その他必要図（縦断図、横断図、構造図、建築図面等）

※２　◎（詳細版）の開発計画事前審査願には上記添付図書の全ての書類を添付。

　　   ○（簡易版）の開発計画事前審査願には上記添付図書のうち、斜体字の書類及び照会先に関係する図書一式を添付。

※3　代理者によって申請される場合にあっては、委任状が必要となります。

※4　戸建住宅については庁外関係部署分及び都市計画課開発指導G分（詳細版２部+簡易版1部）のみとする場合があります。
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○※  ※担当所管課の意見書を必要とする場合許可要件による担当所管課
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 ※工場、レジャー施設等の場合

○○ ○ 建築課

◎X＋○YY◎X＋○YY

 都市計画課  開発指導G ◎×2

○

○※○※

提　出　部　数

◎×2

◎８＋○１９ ◎５＋○１4 ◎７＋○１８◎７＋○１８

◎×2

○○ ○

○ ○

○※

○

○

 文化財保護G ○

○

○

○ ○

 都市計画課
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